
人事評価に関する苦情の取扱いに関する要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、神奈川県市町村立学校職員の人事評価に関する規則（平成１５年神奈川県教育

委員会規則第４号。以下「規則」という。）に基づいて川崎市教育委員会が実施する人事評価に関

する苦情の取扱いに関し必要な事項を定め、人事評価の公正性及び公平性の確保に資することを目

的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 苦情申出 次に掲げる苦情を教育長に申し出ることをいう。 

 ア 規則第８条に規定する苦情 

 イ 学校職員に適用する勤勉手当の成績率に関する要綱に基づいて実施する評価（以下「最終評

価」という。）又は成績率の区分の決定（以下「勤勉成績率」という。）に関する苦情 

 ウ 学校職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（昭和４５年神奈川県人事委員会規則第１６

号）に基づいて決定された昇給区分（以下「昇給区分」という。）に関する苦情 

(2) 苦情相談 人事評価に係る手続き、規則第５条に規定する助言指導者及び観察指導者（以下

「評価者」という。）の対応等に関する苦情について相談することをいう。 

 

（組織） 

第３条 第１条に掲げる目的を達成するため、川崎市教職員人事評価苦情審査会（以下「審査会」

という。）及び教職員人事評価苦情相談窓口（以下「相談窓口」という。）を設置する。 

２ 審査会は、委員長１人、副委員長１人、委員若干人をもって組織する。 

３ 審査会の委員長は、職員部長の職にある者をもって充てる。 

４ 審査会の副委員長は、教職員課長の職にある者をもって充てる。 

５ 審査会の委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。 

６ 相談窓口は、教職員課に置く。 

 

（審査会の所掌事項） 

第４条 審査会は、苦情申出に対する対応について審査し、教育長にその結果を報告する。 

２ 審査会は、苦情申出に対する審査の過程で明らかとなった人事評価制度に関わる課題等について

教育長に意見を提出することができる。 

 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員長は、審査会を招集し、審査会を主宰する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在の場合に、その職務を代理する。 

 

（調査員） 

第６条 審査会の審査事案について調査するため、調査員を置く。 

２ 調査員は、教職員課及び勤労課の職員のうち、教職員課長が指名する者をもって充てる。 

３ 調査員は、苦情の申出者（以下「申出者」という。）、苦情の対象となった校長その他の関係者

から直接事情を聴取し、その結果を委員長に報告する。 

 

（苦情申出） 

第７条 申出者は、学校名、職名、氏名及び苦情の内容を記載した文書（以下「苦情申出書」とい

う。）を自ら持参し、調査員に提出するものとする。 

２ 申出者（休職、派遣、育児休業、出産休暇、療養休暇等の事由により、教育長が指定する苦情申

出期間に職務に従事していない職員及び兼務職員で専ら市立学校以外の勤務先で勤務している職員

を除く。）は、苦情申出書の提出のため、あらかじめ校長の承認を得て、その職務に専念する義務

を免除されることができる。 

３ 申出者は、苦情申出書を提出する際に、調査員からの求めに応じて、苦情の内容について説明し



なければならない。 

４ 申出者は、苦情の申出及び苦情の内容について説明する際に、申出者が指名する市職員一人を同

席させることができるものとする。 

 

（審査） 

第８条 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、開催することができない。 

２ 審査は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。 

 

（審査会の非公開） 

第９条 審査会は、非公開とする。 

 

（審査結果報告） 

第１０条 審査会は、苦情申出の対象となった評価ごとに審査を行い、その結果及び理由について、

教育長に報告するものとする。 

２ 前項の報告にあたって、審査結果については、次の各号のいずれかに区分するものとする。 

(1) 校長の行った評価を妥当とするもの。 

(2) 校長に対して再評価の指導を要するもの。 

 (3) 決定された昇給区分又は勤勉手当の成績率区分を適当とするもの。 

 (4) 決定された昇給区分又は勤勉手当の成績率区分に誤りがあったとするもの。 

 

（庶務） 

第１１条 審査会の庶務は、職員部教職員課が処理する。 

 

（その他の審査会運営事項） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関する事項は、委員長が定める。 

 

（苦情対応結果通知） 

第１３条 教育長は、審査会の審査結果を参考にして苦情に対する対応について決定する。 

２ 教育長は、前項の規定により決定した対応について、第１号様式により申出者に、第２号様式に

より校長に、それぞれ通知するものとする。 

 

（再評価結果の開示） 

第１４条 教育長から再評価の指導を受けた校長は、教育長が指定する日までに、申出者についての

再評価結果を教育長に提出し、速やかに本人に開示しなければならない。 

２ 前項の開示は、再評価結果の写しをもって行うものとする。ただし、最終評価の場合は、この限

りではない。 

 

（給与の補正） 

第１５条 第１３条第１項の規定により決定した対応が、第１０条第２項第４号に該当するときは、

当該苦情の対象となる決定があった時期に遡って、給与を補正するものとする。 

 

（相談員） 

第１６条 苦情相談を受け付け、処理するため、相談窓口に相談員を置く。 

２ 相談員は、教職員課の職員のうち、教職員課長が指名する者をもって充てる。 

３ 相談員は、苦情の相談者（以下「相談者」という。）からの苦情に対し、直接相談に応じ、必要

に応じて事実関係の聴取、説明等を行う。 

４ 相談員は、必要に応じて関係する職員から事情を聴取し、指導及び適切な解決策の提案を行う。 

５ 相談員は、相談者からの苦情について、内容及びその対応結果について記録する。 

 

（苦情相談） 

第１７条 相談者は、非常勤職員（地方公務員法第28条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占め



る職員を除く。）、臨時的に任用された職員を除くすべての市町村立学校職員給与負担法第１条に

規定する職員（校長及び教頭を除く。）とする。 

２ 相談者は、学校名、職名及び氏名を明らかにした上で、面談、書面又は電話のいずれかにより相

談を行うものとする。 

３ 相談者は、苦情相談を行う際及び苦情相談を行った後に、相談員からの求めに応じて、苦情の内

容について説明しなければならない。 

４ 相談者（休職、派遣、育児休業、出産休暇、療養休暇等の事由により、当該日に職務に従事して

いない職員及び兼務職員で専ら県立学校以外の勤務先で勤務している職員を除く。）は、第 18 条

第１項により審査事案となった苦情について、調査員からの求めに応じて苦情の内容について説

明するため、必要に応じて、あらかじめ学校長の承認を得て、その職務に専念する義務を免除さ

れることができる。 

５ 相談者は、苦情の相談及び苦情の内容について説明する際に、相談者が指名する職員一人を同席

させることができるものとする。 

 

（相談記録の報告） 

第１８条 相談員は、相談記録を教育長に報告するものとする。 

 

（苦情相談の審査） 

第１９条 苦情相談の内容について、教職員課長が特に必要と認めた場合は、審査会で審査すること

ができる。 

２ 前項の規定により審査会で審査を行う場合には、苦情申出の審査に準じて行うものとする。 

 

（不利益な取扱い等の禁止） 

第２０条 校長は、職員が苦情の申出又は相談を行ったことにより、職場において不利益な取扱いを

行ってはならない。 

 

（結果の報告） 

第２１条 教育長は、当該年度中に処理した苦情申出及び苦情相談について、第３号様式により年度

終了後速やかに神奈川県教育長に報告するものとする。ただし、苦情に関する対応を決定する課程

において人事評価の仕組みや制度に関する課題等が明らかになった場合は、速やかに神奈川県教育

長に報告するものとする。 

 

（その他） 

第２２条 この要綱に定めるもののほか、苦情の申出及び相談の取扱いに関する事項は、教育長が定

める。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成２０年３月１日から施行する。 

２ 評価結果に対する苦情の申出及び取扱いに関する要綱は、廃止する。 

 

   附 則 

この要綱は、決裁の日から施行し、平成２０年４月１日から適用する。 

 

   附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

別表（第３条関係） 

 

 

 

 

職員部長、学校教育部長、教職員課長、指導課長、 

教職員課担当課長 



第１号様式（第13条関係） 

 

人事評価に関する苦情の対応決定通知書 

 

                            年  月  日 

 

 

 （申出者氏名）あて 

 

 

                               教 育 長    

 

 ○年○月○日付けで申出のありました苦情については、審査の結果、（校長の行った評価を妥当と

するもの・（※ ○○については、）校長に対して再評価の指導を要するもの・決定された昇給区分

又は勤勉手当の成績率区分に誤りがあったとするもの）と決定したので、通知します。 

 

理由 

 

 

（※ 申出の対象となった評価が複数あり、その一部について再評価の指導を要する場合） 

 

 

 

                   



第２号様式（第13条関係） 

 

人事評価に関する苦情の対応決定通知書 

 

                            年  月  日 

 

 川崎市立○○学校長 あて 

 

                               教 育 長    

 

 ○年○月○日付けで（申出者名）から申出のありました苦情については、審査の結果、（貴職の行

った評価を妥当とするもの・（※１ ○○については、）再評価を行うべきもの・決定された昇給区

分又は勤勉手当の成績率区分を適当とするもの・決定された昇給区分又は勤勉手当の成績率区分に誤

りがあったとするもの）と決定したので、通知します。 

（再評価の決定の場合） 

 ついては、○年○月○日までに再評価の結果を提出したのち、（※２ 写しをもって）申出者に開

示するよう、あわせて通知します。 

 

理由 

 

  

（※１ 申出の対象となった評価が複数あり、その一部について再評価の指導を要する場合） 

 

（※２ 申出の対象となった評価が、人事評価結果である場合） 

 

（注）再評価の決定の場合は、対応決定通知書とあわせて、苦情の対象となった観察指導記録（又は

学校職員に適用する勤勉手当の成績率に関する要綱（第１号様式「勤務成績に関する報告及び

意見（内申）調書」））の原本を校長に送付すること。 

                    

 

 

 

 

 



第３号様式（第20条関係） 

 

人事評価に関する苦情の対応状況報告書 

 

                            年  月  日 

 

 神奈川県教育委員会教育長 あて 

 

                           川崎市教育委員会教育長    

 

 平成○年度実施の人事評価に関する苦情の対応状況について、次のとおりでしたので、報告します。 

 

１ 苦情申出 

 

審査結果 
申出件数 

妥当 再評価 

件 件 件

※ 調査結果報告書及び審査結果報告書の写し（氏名等個人情報は消したもの）を添付し

てください。 

 

２ 苦情相談 

 

相談件数 

件 

 

うち、審査事案としたもの（   件） 

 

 

３ 人事評価の仕組みや制度に関する課題等 

 

 

 

 


